
 小牧市基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

 

  令和４年３月２２日  

 

 

小牧市長 山 下 史守朗      

 

 

小牧市条例第４号  

 

  



   小牧市基金条例の一部を改正する条例              

 

 小牧市基金条例（平成１５年小牧市条例第３号）の一部を次のように改

正する。 

 第３条第１項の表社会福祉基金の項の次に次のように加える。 

野良猫去勢避妊事業基金 野良猫去勢避妊事業の資金に充てる。 

 第３条第１項の表病院建設基金の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第３条第１項の

表病院建設基金の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。 

 

 


